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議　会
総合条例 条例の内容は？ 議会はどう変わるの？

条
例
の
組
み
立
て

通
年
の
会
期
制

　

総
合
条
例
の
組
み
立
て

は
、
従
来
の
議
員
定
数
、
定

例
会
の
回
数
、
招
集
時
期
、

議
決
事
項
な
ど
の
条
例
、
規

則
と
、
新
た
に
規
定
す
る
専

決
事
項
な
ど
を
一
つ
に
ま
と

め
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
議
会
総
合
条

例
の
全
文
を
別
に
全
戸
配
布

し
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

議
員
定
数
は
、
現
在
の
10

人
で
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
大
き
く
変
わ
る
点
は
、

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り

新
た
に
制
定
さ
れ
た
「
通
年

の
会
期
制
」
を
議
会
に
導
入

す
る
こ
と
で
す
。

　

議
会
は
、
こ
れ
ま
で
町
長

が
１
年
間
に
４
回
の
定
例
会

を
招
集
し
て
い
ま
し
た
が
、

通
年
の
会
期
制
で
は
会
期
が

１
年
間
に
固
定
さ
れ
、
会
期

終
了
の
翌
日
か
ら
、
次
の
会

期
が
始
ま
り
ま
す
。

　

議
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ

た
後
の
任
期
の
開
始
日
に
は

町
長
に
よ
る
招
集
が
行
わ
れ

ま
す
が
、
そ
れ
以
外
は
招
集

さ
れ
ず
、
翌
年
以
降
は
条
例

で
定
め
る
日
か
ら
自
動
的
に

会
期
が
始
ま
り
ま
す
。

　

ま
た
、
町
民
の
議
会
参
加

を
進
め
る
た
め
、
あ
ら
か
じ

め
議
会
を
開
く
日
を
「
定
例

日
」
と
し
て
定
め
ま
し
た
。

　

通
年
の
会
期
制
を
導
入
す

る
こ
と
で
、
必
要
に
応
じ
て

柔
軟
な
議
会
の
開
催
が
可
能

に
な
り
、
議
会
活
動
の
幅
が

広
が
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
下
の
表
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

条
例
の
主
な
内
容

　

そ
の
ほ
か
に
、
条
例
に
盛

り
込
ま
れ
た
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

◇
議
員
の
発
言

　

会
議
、
委
員
会
な
ど
で
の

質
問
や
質
疑
応
答
は
、
論
点

や
争
点
を
明
確
に
す
る
た

め
、
一
問
一
答
方
式
に
。

　

一
般
質
問
の
時
間
は
、
従

前
ど
お
り
１
時
間
以
内
。

◇
説
明
員
の
反
問

　

議
会
に
説
明
の
た
め
出
席

し
て
い
る
職
員
な
ど
が
、
議

員
の
論
点
な
ど
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
反
問
で
き
る
規

定
を
整
備
。

◇
議
決
す
べ
き
事
件

　

町
の
総
合
的
か
つ
計
画
的

な
行
政
の
運
営
を
図
る
た
め

の
基
本
構
想
を
対
象
。

◇
専
決
事
項
の
指
定

　

行
政
の
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
運

営
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
町

長
に
委
任
し
て
専
決
で
き
る

３
項
目
を
指
定
。

①
工
事
請
負
契
約
で
、
３

０
０
万
円
の
範
囲
内
で
請

負
金
額
を
変
更
す
る
こ

と
。

②
損
害
賠
償
の
額
が
、
１

件
１
０
０
万
円
未
満
の
金

額
の
決
定
と
、
こ
れ
に
関

す
る
和
解
と
調
停
。　
　

③
法
令
の
改
正
な
ど
で
、

必
然
的
に
改
正
が
必
要
で

独
自
の
判
断
を
す
る
余
地

が
な
い
場
合
に
限
っ
た
、

条
例
の
改
正
。

◇
住
民
参
加
の
促
進

　

請
願
、
陳
情
な
ど
の
審
査

で
、
提
案
者
の
意
見
を
聴
く

機
会
を
設
け
る
こ
と
に
努
め

る
こ
と
を
規
定
。

◇
ふ
る
さ
と
懇
談
会

　

定
期
的
に
開
く
議
会
報
告

会
の
名
称
を
「
ふ
る
さ
と
懇

談
会
」
に
。

◇
参
考
人
、
公
聴
会
制
度

　

委
員
会
の
み
に
認
め
ら
れ

て
い
た
制
度
を
、
本
会
議
で

も
活
用
で
き
る
よ
う
規
定
。

◇
会
議
時
間

　

閉
会
時
間
を
、
午
後
４
時

か
ら
午
後
５
時
に
変
更
。

◇
議
事
日
程

　

議
長
が
、
議
事
日
程
を
定

め
、
通
知
、
告
示
す
る
。

◇
委
員
会
中
心
主
義

　

申
し
合
わ
せ
で
行
っ
て
き

た
議
案
の
委
員
会
付
託
を
、

正
式
に
規
定
。

◇
会
議
の
原
則
公
開

　

委
員
会
は
、
制
限
公
開
制

か
ら
原
則
公
開
と
す
る
。

◇
委
員
の
任
期

　
「
２
年
間
」
か
ら
「
議
員

の
任
期(

４
年
間)

」と
す
る
。

◇
全
員
協
議
会

　

正
式
な
議
員
活
動
と
し
て

行
う
、
全
議
員
の
構
成
に
よ

る
協
議
や
調
整
の
場
と
し
て

規
定
。

◇
議
会
広
報
、
議
会
放
送

　

議
場
で
行
う
会
議
と
委
員

会
を
、
生
放
送
と
録
画
放
送

で
行
う
こ
と
を
規
定
。

◇
常
任
委
員
会

　

輝
く
ふ
る
さ
と
常
任
委
員

会
の
定
員
を
、
10
人
か
ら
９

人
に
変
更
。
議
長
は
常
任
委

員
に
就
任
し
な
い
。

◇
傍
聴

　

子
ど
も
の
権
利
条
約
な
ど

に
対
応
す
る
た
め
、
児
童
と

乳
幼
児
の
傍
聴
禁
止
規
定
を

削
除
。

　

携
帯
電
話
の
使
用
禁
止
。

◇
規
律

　

議
場
へ
の
、
携
帯
電
話
、

パ
ソ
コ
ン
の
持
ち
込
み
を
禁

止
。

通年の会期制の導入によって、議会が変わる点
①　議会の招集
　　議会の招集権が、町長から議長へ移行します。
　　※ 議員選挙後の任期の開始日のみ、町長が招集します。
②　会期
　　議員の任期開始日（1月20日）から１年間【自動更新】
③　定例日（定例に会議を開く日）
　　３月：第１金曜日、第２月曜日から第２金曜日までの毎日
　　　　　第３月曜日と第３火曜日
　　７月：第１金曜日、第２月曜日から第２金曜日までの毎日
　　９月：第１金曜日、第２月曜日から第２金曜日までの毎日
　　12月：第１金曜日、第２月曜日から第２金曜日までの毎日

※　今まで６月に開催していた定例会が変更され、来年から７
月に開催されます。

※　従来の臨時会のように、条例で定める定例日以外にも、会
議を開くことがあります。

議会の日程が決まっ
てるから、議会に参
加しやすくなるね。

　

葛
巻
町
議
会
は
、
議

会
の
活
性
化
を
さ
ら
に

図
る
と
と
も
に
、
よ
り

多
く
の
町
民
の
皆
さ
ん

の
声
や
意
見
を
把
握

し
、
町
政
に
反
映
さ
せ

る
よ
う
、
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。


